
　

今
年
10
月
１
日
に
予
定
さ
れ
て

い
る
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
際
に

は
、
軽
減
税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
、

税
率
８
％
と
10
％
、
双
方
の
商
品

を
取
り
扱
う
事
業
者
は
さ
ま
ざ
ま

な
対
応
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
業
者
を
支
援
す
る

た
め
、
国
に
お
い
て
軽
減
税
率
に

対
応
す
る
た
め
の
レ
ジ
や
受
発
注

シ
ス
テ
ム
、
請
求
書
の
発
行
を
行

う
シ
ス
テ
ム
の
改
修
・
導
入
に
対

す
る
補
助
金
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
早
め
の
対
応
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
軽
減
税
率
対
策
補

助
金
事
務
局
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
事
務
局

☎
０
１
２
０（
３
９
８
）１
１
１
へ
。

布
団
セ
ッ
ト
、
理
科
室
用
椅
子

４
脚
、
ソ
フ
ト
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー

ル
10
個
、
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
台
２

台
、
ペ
ダ
ル
ロ
ー
ラ
ー
２
台
、

ベ
ン
チ
付
き
テ
ー
ブ
ル
１
脚
、

刈
払
機
１
台
）

・
鶴
枝
小
学
校
へ

▽
金
坂
医
院

�

（
図
書
カ
ー
ド
10
万
円
分
）

▽
永
吉
神
社

�

（
竹
ぼ
う
き
15
本
、竹
熊
手
15
本
）

・
南
中
学
校
へ

▽
中
島
化
学
工
業
株
式
会
社

�

（
卓
球
台
一
台
、ネ
ッ
ト
等
一
式
）

・
東
郷
小
学
校
へ

▽
清
水　

三
郎

�

（
双
眼
光
学
顕
微
鏡
）

・
五
郷
幼
稚
園
へ

▽
五
郷
幼
稚
園
つ
く
し
の
会

　
�（

タ
ン
ブ
リ
ン
５
個
、
温
湿
度
カ

レ
ン
ダ
ー
付
電
波
掛
け
時
計
２

台
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
１
本
、

バ
キ
ュ
ー
ム
ク
リ
ー
ナ
ー
１
台
）

・
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽��

千
葉
ロ
ッ
テ
マ
リ
ー
ン
ズ
茂
原

後
援
会�（
金
39
万
５
１
１
２
円
）

▽
冬
の
夜
の
小
さ
な
音
楽
会

�

（
金
２
万
円
）

▽
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
生
共
楽
園

�

（
金
８
８
９
４
円
）

▽
青
栁　

利
江�

（
金
５
千
円
）

▽
ゆ
り
の
会�

（
金
２
３
８
９
円
）

軽減税率制度への
対応はお早めに

軽減税率対策
補助金が用意されています

�

善
意
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
）

�・
市
へ

▽
（
一
財
）
千
葉
県
ま
ち
づ
く
り

公
社
長
生
の
森
公
園
管
理
事
務
所

�

（
花
苗
１
千
苗
）

▽
三
枝　

巖�

（
金
50
万
円
）

▽
中
島　

浩
児�

（
金
10
万
円
）

▽
長
谷
川　

拓
人�

（
金
５
万
円
）

▽
長
谷
川　

ゆ
り
子�（
金
５
万
円
）

▽
齋
藤　

広
明�

（
金
４
万
円
）

▽
室
井　

力�

（
金
３
万
円
）

▽
矢
部　

恭
市�
（
金
３
万
円
）

▽
豊
浦　

和
重�
（
金
２
万
円
）

▽
馬
場　

伸
治�

（
金
２
万
円
）

▽
儘
田　

徹�

（
金
２
万
円
）

▽
坪
下　

将
大�

（
金
２
万
円
）

▽
石
田　

和
美�

（
金
１
万
円
）

▽
佐
々
木　

文
夫�

（
金
１
万
円
）

▽
藤
沢　

慎
一�

（
金
１
万
円
）

▽
竹
ケ
原　

博
邦�

（
金
１
万
円
）

▽
竹
ケ
原　

陽
子�

（
金
１
万
円
）

▽
有
澤　

悠�

（
金
１
万
円
）

▽
小
川　

寛
久�

（
金
１
万
円
）

・�

東
郷
小
学
校
、
五
郷
小
学
校
、

鶴
枝
小
学
校
、中
の
島
小
学
校
、

五
郷
幼
稚
園
、新
茂
原
幼
稚
園
、

中
の
島
幼
稚
園
へ

▽
株
式
会
社
小
沢
工
務
店

　

�（
保
健
室
用
折
り
畳
み
ベ
ッ
ド
・

千葉県最低賃金の
お知らせ

時間額
８９５円

　業種により定められている
「特定最低賃金」は、下記か
らご確認ください。

お問い合わせは、�
千葉労働局労働基準部賃金室�
☎０４３（221）２３２８へ。

　市では、地域の皆さんに子ども
たちを見守っていただくため、毎
週月曜日と金曜日の15時に「わ
ん！だふるタイム」を放送してい
ますが、４月１日より小学生の声
で「子ども自身の声による下校見
守り放送」を開始します。
　引き続き子どもたちの安全安心
のため、ご理解とご協力をお願い
します。

お問い合わせは、生活課（２階）
☎（20）１５０５、6（20）１６００へ。

防災行政無線を使った
「子ども自身の声による

下校見守り放送」
を開始します

「
わ
ん
！
だ
ふ
る
タ
イ
ム
」

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ア
ン
ゼ
ン
ち
ゃ
ん
と

マ
モ
ロ
ー

◀︎
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